
様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

の理由、領収＝の鐸よのxi I 1〃己奴

ぞれ該当欄に記入すること。

整理番号 6－／
T 】

経理責任者 ③
Q r

経理担当者
I

■■

経費項目 顧罰莞雪･研修費

内 容 心身障害者施設「ともの家」年会費

年月 日 令和2年6月 1日～令和年 月 日 金 額 2,152円

会の趣旨．

目 的

｡障害者も主人公として精いっぱい生き、人間としてたくましく、豊かな人生を築く事を目措す~b

･地域の人々の理解と協力のもとに、共に生きる町づくりを目指すb
､瞳害者や家族･関係者一人ひとりの意見を大切にした、民主的な運営を目指す6

会の活動

内容等

障害者の自立グループホームを運営

公共施設及び店舗で、施設で作ったパンやクッキーの販売をする

年1回バザー開催及び広報活動

政務活動

県政との

閨蓮件 ’
｡生活介護及U就労支援等の相談窓口になる。また、保護者の行政への要望も聞き、

政策に反映させる。
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*会費4,000円のうち、会測で定める2,000円に振り込み手数料152円を加えた金額を請求する。
※添付書類:閉体の会則･庫蘂厩勇(29年5月15日に添付済み）
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按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

2,152円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

2,152円
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静岡市清水区にある｢ともの家｣は心身に障がいのある仲間たちの働く場です。
2. F

画「ともの家」をささえる会癖トツプページ

鐘ともの家の理念

蕊ともの寒(施設情報）
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｢ともの家｣をささえる会会則

1．名称この会の名称は【｢ともの家｣をささえる会】とします。

2.目的この会は､心身障害者施設｢ともの家｣が行う諸活動及び財政的な
援助を行うことを目的とします。
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この会は､会の目的に賛同する人々により構成します。
また､会員は誰でも平等の資格で加入することができ､会の運営や
会が主催する活動に対して意見を述べたり､共に参加することができます。
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4.会費会費は､個人会費年額一口弐千円､法人会費年額一口伍千円で、
口数の制限はしません。

1営
一亨

口昌
；靴

趣｢畑日記」

曇動画

窪ともの家通信

･･i･‘.、
． :'~
■j 日学

雄}･鷺

,::'ﾐ＄
? ﾛ噌

・ ･鋒｡

･謡f

ff:;f

蝋
b F“

､｡?；･§：
、 ．｡;〃

OL:?l
呂呂､

． n瞳?子
寺凸冒. ﾛ

."■TFQ

d :054,
；･ L1；

:§,.11
．ﾛIF･ｳ

◇､jQ1

．r･ロ
ォヂi b
･0部1･

『甲：
。1,.
‘母L
・涼響

5.事業この会は､次の事業を行います｡

・心身障害者施設｢ともの家｣が行う諸活動を援助します。

・会員相互の交流及び研修を行います。

・その他、目的達成に必要な活動をすすめます。
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6.運営･組織･役員

(1)総会は年一回開き､会の重要事項を決定します。

(2)この会には次の役員を置き会の運営を進めます。
。会長(一名)｡副会長(若干名)･運営委員(若干名）

・事務局長(一名)･会計(一名）･会計監査(一名）
・これらの役員は総会で専任し､任期は一年とします。
但し､再任を妨げません。

(3)この会の事務局は､「ともの家]内に置きます。

急第二グﾙｰプﾎｰﾑ完成まで
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懲新ｴ場建設雑記(完）
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嚢鴨檬･活動報告20'］

鱒仲間､作業･活動報告20'2

画鴨檬･活動報告20'二

・#仲間､作業.活動報告201s

愈仲間､作業･活動報告2013
…~… (PART2)

(4)この会には､顧問を置くことができます。

7.財政この会の財政は､会費及び寄付金等でまかないます。

8.発行この会の発行は､1989年4月1日とします。

『 ﾓ



様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

※按分による支出がある場合は、按分の理由、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれ

ぞれ該当欄に記入すること。

整理番号 6－2

決
裁 会派代表者 経理責任者 ③ 経理担当者 ■■

経費項目 雨罰調･研修費

内 容 日中友好協会会費

年月 日 令和2年6月 1日～令和 年 月 日 金額 3,600円

会の趣旨．

目 的

清水日中は、本年33周年、民間交流の窓口として中国人在住地域の方々と交流を開催し、

友好を深め、県日中協会との交流と協力し、中国漸江省他視察研修を行う。

会の活動

内容等

中国人との交流及び意見交換（定期的に）

漸江省青少年民族芸術交流団の静岡公演の受け入れ等

政務活動。

県政との

関連性

県日中友好協会の諸事業に参加及び清水日中協会独自の交流を深め、相談にも応じ、友好

を深める。
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按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

詞又書金額(a)

3,600円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

3,600円
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(1）

清水日中友好協会規約

第一章総則

（名称）

第一条 この会の名称を清水白中友好協会(以下本会)という。

(事務所）

第二条 本会の事務所を事務局長宅に量く。

（目的）

第三条 本会は理想信条｡政党政派の違いを越えて各界各層の日中友好を願う人々が、

日中共同声明･日中平和条約を基礎とし､日中両国民の相互理解と友好を深め、

日本と中国の平和と繁栄に貢献すると共に世界平和に寄与することを目的とす

る。

(事業）

第四条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

（1）日本､中国の教育･文化･芸術"技術･医療など各分野の交流の推進。

(2)友好使節の交流

(3)その他､本会の目的を達成するために必要な事業。

第二章会員

(会員の種類）

第五条 本会の会員は次の四種類とする。

(1)正会員 本会の目的に賛同し入会したもの。 ′

(2)家族会員正会員の同居家族で家族会員を希望し入会したもの。

． (3)賛助会員本会の目的に賛同し賛助会員として入会したもの。

(4)法人会員本会の目的に賛同し法人として入会したもの。

(入会）

第六条 本会に入会を希望するものは､所定の入会申し込み書を提出し､理事会の承認

を必要とする。

(会費)

第七条 本会の会員は､次に定められた年間会費を4月1日から通常総会日までに、

全納するものとし､既に納入した会費は返還しない。

(1)正会員 3，6“円

． (2)家族会員(同居家族1名につき) 1,OOO円

(3)焚助会員 ・ 一口 10,Om円 （一口以上）

(4)法人会員 一口 10,Ooo円･ !(二口以上）

. 但し､正会員及び家族会員に限り10月以降入会の場合､その年度のみ半額とする。

一

I

ｰ



(退会） （2）

第八条 本会の会員が退会するときは鴎喜面をもってその旨を会長に届け出なければ

ならない。

但し､会員が死亡したとき､又は会員である法人が解散したときは､退会したも

のとみなす。

(除名）

第九条 本会の会員が次の一つに該当するときは､総会において出席会員の三分の

‘二以上の同意をもって､会員を除名することができる。

(1)会費を二年以上滞納したとき。

(2)本会の名誉を殿損し､設立の目的に反し､又は秩序を乱す行嵩をしたとき。

但し､この場合は会員にあらかじめその旨を書面により通知し､総会において弁明

の機会を与えるものとする。

第三章役員

(役員）

第十条 本会に次の役員を置く。 ．

(1)会長 一名

(2)副会長 若干名

(3)事務局長 一名

(4)会計 二名以内

(5)理事(会長画副会長･事務局長･会計を含む） 若干名

(6)監事 二名

(役員の選任） ‘

第十一条本会の役員選任方法を次の通り定める。

（1）理事及び監事は総会において選任する。

(2)会長画副会長･事務局長ﾛ会計は理事の互選により定める。

(3)理事は監事を兼ねることはできない。

(4)年度の途中で雷理事に欠員が生じたとき､もしくは増員が必要となったときは､理事

会において出席者全会一致で選出し､これを補充することができる。 ．

(役員の職務）

第十二条本会の役員職務を次の通り定める。

(1)会長は､本会を代表し会務を統括する。

(2)副会長は､会長を補佐し会長に事故あるときは､その職務を代理し､会長が欠けた

ときはその職務を遂行する。

(3)事務局長は、会長及び副会長を補佐するとともに､会長の定めるところにより会務

を処理する。

(4)理事は､理事会を構成し会務の執行を決定する。

(5)会計は､本会の運営予算を銅成し会の金品を管理する。

(6)監率は､会務の運営ならびに会計を監査する。



『 （3）

(役員の任期）

第十三条本会の役員の任期は二年とする｡但し､補欠及び増員により選任された役員の
任期は前任者または現任者の残任期間とし､役員の再任を妨げない。

(役員の解任）

第十四条本会の役員として､ふさわしくない行為があったときは､総会において出席会員
の三分の二以上の同意を得て､その役員を解任することができる。

第四章会騒

(会践の種別と構成）

第十五条本会の会謹は､繕会及び理事会とし次の通り定める｡

（1）総会は､本会の最高決醗機関であって通常繕会及び臨時総会とし､華員をもって
構成し､事業報告･収支決算及び事業計画曇収支予算ならびに重要議案の審謹にあ
たる。

(2)理事会は､全理事を持って構成し､必要に応じて開催し､総会で蟻決した執行に関
する事項･総会に付麓する事項･その他鎗会の饅決を必要としない会務の執行iこ関
する事項を審議する。

(会譲の開催）

第十六条本会の会儀開催について次の通り定める。

(1)通常総会は､毎年一回事業年度整了後二ヶ月以内に開催する。
①前年度事業報告星収支報告ﾛ監査報告

②本年度事業計画･収支計画画重要膳案の審賎

(2)臨時篝会は､次に掲げる場合に開催する。

①理事会が必要と淫めたとき｡

②会員の五分の一以上から会議の目的を記戦した喜面により､開催の請求があった
とき。

(3)理事会は､定例理事会のほか次に掲げる場合に開催する。
①会長が必要と認めたとき。

②理事の二分の-以上から会蟻の目的を示して､開催の請求があったとき。
(会礒の招集）

第十七条本会の会謹の招集について次の通り定める。
(1)会膳は会長が招築する。

(2)会膳を招集する瑠合､会艤の目的画内容"日時風壗所を示した誓面により､開催日の
十日前までに構成員に通知するものとする。

(会膳の艤長）

第十八条本会の総会の謹長は会長がこれにあたり､理事会の謹長は会長もしくは副会長
がこれにあたる｡

1



（4）

（会議の定足数）

第十九条本会の会議定足数は､構成員の二分の一以上の出席をもって成立する。

但し､委任状は出席者とみなす。

（会醸の譲決）

_第二十条本会の会譲の艤事は､会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決定し、

賛否同数のときは謹長の決するところによる。

（会醸の臓事録）

第二十一条本会の総会蟻事録は､下記の事項を記載して作成するものとする。

（1）日時及び場所

(2)構成員の現在数及び出席数

(3)決繊事項

(4)出席した構成員から､謹長が選任した議事録署名人二名と､議長の署名捺印する

ものとする。 ’

第五章事業年度

(事業･会計年度）

第二十二条本会の事業及び会計年度は､毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終

わる。

第六章専門委員会

（専門委員会の設置･解散）

第二十三条本会の活動を円滑に推進するため必要に応じ､理事会の承窪を得て専門委員

会を設置することができる。

(1)委員の互選により委員長を決め､委員長が座長を務め決定事項を理事会に報告

する。

(2)委員会の役割が終わった場合､委員会を解散しその旨を理事会に報告する。

第七章名誉会長･顧問

（名誉会長）

第二十四条本会に名誉会長･名誉副会長･顧問を置くことができる。

(1)名誉会長は､本会の会長を務め勇退した場合。

(2)名誉副会長は､本会の会長を務め勇退した時に､既に名誉会長が存在する場合。

(3)顧問は瑞必要に応じ理事会で承認し､会長が委輯する。

第八章規約改定･解散

（規約改定）

第二十五条本会の規約改定は､総会において会員の四分の三以上の同意を必要とする。

（解散）

第二十六条本会を解散するときは､総会において会員の四分の三以上の同意を必要とす

る。

夕



(5)

第九章雑則

(内規）

第二十七条 本会の施行についての内規は、理事会の議決を経て別に定める。

第十章附則

この規約は､昭和63年4月1日より施行する。

この規約は､､平成14年5月12日より改訂施行する。

この規約は､平成15年4月20日より静清合併に伴い名称を変更施行する。

第二十八条

第二十九条

第三十条

第三十一条

－

この規約は､平成21年4月26日より定款から規約に改め施行する。

←

可グ

ー

、

＝

F
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(6)

清水日中友好協会｡内規

（目的）

-第一条 この内規は､清水日中友好協会規約第九軍国第二十七条に基づき､本会の円
滑なる運営を期すため､必要な事項を定めることを目的とする。

(1)本会規約もしくは内規に定めの無い事項､ならびに急を要するときは､会長･副会
長屋事務局長において適宜に処置することができる。

(2)前項により適宜の処置をしたときは､次の理事会に報告し承認を得なければならな
い。

（見舞い）

第二条 本会会員の傷病画被災が判明したときは､その程度により会長が判断して
金品を贈ることができる｡､

（弔意）

第三条 本会会員の死亡が判明したときは､弔電を打ち弔意を表すものとする。
（表彰）

第四条 会長は功労顕著な会員に対し､賞を贈り表彰することができる。
（会員の特化）

第五条 本会の事業の一璋として､会員負担の一部を本会が補助することができる。
（附則）

第六条 本内規は､平成14年5月12日より施行する
第七条 本内規は､平成15年4月20日より静清合併に伴い名称を変更施行する。
第八条 本内規は､平成21年4月26日より改訂施行する。

な

』
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様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

※按分による支出がある場合は、按分の理由、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれ

ぞれ該当欄に記入すること。

幸主審言 6－3

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ③ 経理担当者

経費項目 扇翻究雪･研修費

内 容 静岡田澤会（青少年活動推進団体）年会費

年月 日 令和2年6月 1日～令和 年 月 日 金額 4./〃円

会の趣旨。

目 的

、当時、女首b郡垂に1士而己れﾉ7こ山津氏(ZD戚ノか、有~午画とナ時に、茨fi土以ﾉ1~R々ﾉMLQ~F

年会館を、全国の青年達に呼びかけ、木材を東京へ運び､本県青年団が先導した功績を、

青少年活動に生カォために設立した。

会の活動

内容等

｡県内の青少年活動を拡大する上で、田澤氏の功績を、若い青年達に伝える活動を行う

また、広報誌を発行し、全国青年大会出場への支援を行う

◎

政務活動．

県政との

関連性

｡県内での社会教育活動に生かすことと、指導者の発掘を行い、県の社会教育（青少年活

動）を活発にする活動に、行政の支援も必要である
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按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

4,152円

1 安分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

4,152円



令和2年6月吉日

今
云 員 各位

静岡県田澤義鋪顕彰会

会長秋鹿 博

令和元2年度会費納入のお願い

謹啓さわやかな風薫る季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。

日頃は本会運営につきまして、格段のご協力を賜っておりますことに、厚くお礼申

し上げます。

本年度会費の納入を下記のいずれかの方法で納入くださいますよう、お願い申し上

げます。

記

1 ．同封の振込み用紙を利用して、最寄りの郵便局から振込んでください。

（3万円未満、 120円の手数料がかかりますが、恐縮ですが個人負担でお願いい

たします。なおATM利用可能な郵便局では3万円未満、 80円の手数料で可能

です）

2．総会出席時に、受付で納入してください。
1

※正会員の会費は、年額1p2,OOO円です。

内訳は、静岡県田澤義鋪顕彰会運営費のみです。

特別会員の会費は、年額1P4,OOO円です。

内訳は、静岡県田澤義鋪顕彰会運営費、年額1D2,OOO円と

田澤義鋪記念会会費、 年額1P2,OOO円です。

男性会員の方には、できれば特別会員でお願いします。
※本年度より運営費は事務費のみとし、行事毎参加費をいただきます。

※総会懇親会費3,OOO円は、年会費とは別ですので、ご理解ください。

※2口以上の会費を納入の場合は、通信欄に「27年度分○口」または

「○○・○○年度各○口」とご記入ください。

※会費納入に併せて、 「県青年団60年史」協賛金(10,000円)並びに購入代金(5,00

円)納入に利用して頂いても構いません。

但し、通信欄にその旨を必ず記入してください。



様式第1－1号

支出証拠害

(会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

※按分による支出がある場合は､領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

整理番号 6－卓

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ③ 経理担当者 ■■

経費項目 調査，艫･研修費･広聴広報費･鶏調誇爾債･会議費･資料I鰄費･資*購入費･属調･謡翔漬･人件費

内 容 自動車エンジンオイル交換経費

年月 日 令和2年6月8日～令和 年 月 日 金額 /<3f3円

目的
･政務活動に必要な自動車のエンジンオイル蕊のため

使途

政務活動

県政との

関連性

＜領収害目占1寸科ﾆン

＊領収書別繩占付

按分の理由

政務活動と私用で按分

領収書金額(a)

2,687円

按分率(b)
I/Z

ぷ0％

政務活動費支出額(a×b)

/､､ﾃﾀ 円
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NISSAN 納品請求書

繕4…鯨嬢
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蕊蕊亀…‐＃

日付
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様式第1－1号

霊
支出証拠書

(会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。
／

勘
夕

経理責任者 ③
q f

経理担当者 ■
一

■

経費項目 誌研究費･研修費･広聴広報費･鶏謝誇鬮潰･会議費･資料作灌･資繩瀞費･層謂･事翻漬･人件費

内 容 自動車リース料（ 6月分）

年月 日 令和2年6月 10日～令和年 月 日 金額 24,334円

目的
調査け↑先など』率沽動を行うための移動手段

使途
令和2年6月分リース料

政務活動

県政との

関連性

－

く領収書貼付枠＞

月額リース料53,000円から政務活動費対象外経費を除く48,668円の1/2相当額を請求する

48,668円×1/2＝24,334円

2-06-10
〃
■
ｌ
ｐ
０
０

1

1

BF |
1

1

淵53,0001ﾆﾂﾜﾝﾌｨ丁ﾝﾖｬﾙS |
I

I

0

按分の理由

政務活動と私用で按分

領収書金額(a)

48,668円

安分率(b)

1／2

％

政癖動譽壹 額(a×b)

24,334円



様式第1－1号

支出証拠害

(会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

轄土霊言
ノ ノ

○－0

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ⑤ 経理担当者 ■■

経費項目 籍研ｦ讃･研修費･広聴広報費･鶏謝誇瀧債･会議費･資料倫蹟･資粥購入費･犀貿･事翻漬･人件費

内 容 FAX・インターネット接続料(6月効

年月 日 令和2年6月 11日～令和年 月 日 金額 3,089円

目的
政務活動を行うためのFAX･インターネットの利用のため

使途

政務活動

県政との

関連性

I
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画
一
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蕊
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）
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や
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按分の理由
政務活動と後援会活動

で按分

領収書金額(a)

6,178円

按分率(b)

1／2

_j-0 %

政務活動費支出額(a×b)

3,089円も



様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

4月ノリβ
鴉
吊
《

云
拙
伽Dご写7月

騨罷世畠
E．” 、 ． 割挫

ロゴ 畳に
つめ

P P

Eつぐ 一．4丘

タタ0月

頃：団魎銀ﾘ･事業概要

※按分による支出がある場合は、按分の理由、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれ

ぞれ該当欄に記入すること。

轄理番号 ‘－7

決
裁 会派代表者 経理責任者 ③ 経理担当者

経費項目 調査研究費･厩膠胃

内 容 特定非営利活動法人日産労連NPOセンター「ゆうちいふ21」正会員会費

年月 日 令和2年6月 11日～平成年 月 日 金額 ＆36タ円

会の趣旨．

目 的

相互扶助の精神にのっとり、心身にハンディキャップを持った人と共に、文化・芸術活動

を通じ「心の豊かさ」を育み、広く社会に対し、障害者への理解を深めるための啓蒙・文

化促進事業を行い、 日本における社会福祉の向上に寄与することを目的とする。

会の活動

内容等

･社会福祉施設・団体を対象とした文化芸術イベントの招待及び訪問活動

･社会福祉に関する研究・調査・情報収集およびボランティア活動の支援・育成

･社会福祉・団体に対する支援事業

･社会福祉活動の啓発および広報事業

｡NPOや諸団体との連携と情報交換事業他

政務活動

県政との

関連性

県内で行われるイベントや研修会等に参加し、懇談することにより、県内の福祉活動の実

態調査を行う。

按分の理由 政務活

動に資する団体会費の

ため、全額充当する。

領収書金額(a)

j､『砕円

按分率(b)

.／

/00％

政務活動費支出額(a×b)

､186タ 円



款定

特定非営利活動法人

日産労連NP○センター「ゆうらいふ21」
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特定非営利活動法人日産労連NPOセンター「ゆうらいふ21」定款

第1章総則

第1条 （名称）

この法人は、特定非営利活動法人日産労連NPOセンター「ゆうらいふ2

う。

1」 とい

第2条 （事務所）

この法人は、主たる事務所を東京都港区海岸1丁目4番26号に置く。

2． この法人は、前項のほか、従たる事務所を次の各号の地に置く。

（1）北海道札幌市中央区

（2）栃木県宇都宮市

（3）埼玉県上尾市

（4）神奈川県横浜市磯子区

（5）静岡県富士市

（6）愛知県名古屋市中村区

（7）大阪府大阪市淀川区

（8）福岡県福岡市博多区

3． この法人は、前項のほか、支部を置くことができる。

第2章目的および事業

第3条 （目 的）

この法人は、相互扶助の精神にのっとり、心身にハンディキャップを持った人とと

もに、文化・芸術活動を通じ「心の豊かさ」を育み、広く社会に対し、障がい者へ

の理解を深めるための啓蒙、交流促進事業を行い、 日本における社会福祉の向上に

寄与することを目的とする。

第4条 （特定非営利活動の種類）

この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行

う。

（1）保健、医療または福祉の増進を図る活動

（2）社会教育の推進を図る活動

‐2‐
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学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動

子供の健全教育を図る活動

各NPOの連絡・助言・援助の活動

第5条 （事業）

この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

（1）特定非営利活動に係る事業

①社会福祉施設・団体を対象とした文化芸術イベントへの招待および訪問事業

②社会福祉に関する研究。調査、情報収集およびボランティア活動の支援．育成、

情報提供事業

③社会福祉施設・団体に対する支援事業

④文化芸術活動者・団体の社会福祉活動に対する支援事業

⑤社会福祉活動の啓発および広報事業

⑥NPOや諸団体との連携と情報交換事業

（2）その他の事業

①社会福祉の向上に向けた講師派遣事業

②バザー・チャリティーイベントの開催

2．前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものと

し、利益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章
自
貝

《
云

第6条 （種別）

この法人の会員は､次の4種とし､正会員をもって特定非営利活動促進法(以下｢法」

という）上の社員とする。

（1）個人正会員 この法人の目的に賛同し、 この法人の活動および事業を

推進する個人。総会で表決権を有する会員

（2）団体正会員 この法人の目的に賛同し、 この法人の活動および事業を

推進する団体。総会で表決権を有する会員

（3）サポート個人会員 この法人の目的に賛同し、 この法人の活動を援助する個

人会員

（4）サポート団体会員 この法人の目的に賛同し、 この法人の活動を援助する団

体会員

第7条 （入会）

会員の入会については、特に条件を定めない。

2．会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事
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長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければな

らない。

3．理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をも

って本人および企業・団体にその旨を通知しなければならない。

第8条 （会費）

会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

第9条 （会員の資格の喪失）

会員が次の各号の－に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

（1）退会届の提出をしたとき

（2）本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき

（3）正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき

（4）除名されたとき

第10条（退会）

会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することがで

きる。

第11条（除名）

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、 これを除名

することができる。 この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなけ

ればならない。

（1）この定款等に違反したとき

（2）この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

第12条（拠出金品の不返還）

既納の会費およびその他の拠出金品は、返還しない。

第4章役員および職員

第13条（種別および定数）

この法人に次の役員を置く。

（1）理事 10人以上

（2）監事 2人

2．理事のうち1人の理事長、 1人の専務理事を置く。なお、必要に応じて理事のうち、

副理事長を若干名、常務理事を1人置くことができる。
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3． この法人は、顧問と運営上の相談役として、アドバイザーを置くことができる。

第14条（選任等）

理事は、総会において正会員の中から選任する。

2．監事は、総会において正会員の中から選任する。

3．理事長、副理事長および専務理事、常務理事は、理事の互選とする。

4．役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族

が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者および3親等以内の親族

が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

5．監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。

第15条（職務）

理事長は、 この法人を代表し、その業務を統轄する。

2．副理事長、専務理事または常務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときま

たは理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指定した順序によって、その職務

を代行する。

3．理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、 この法人

の業務を執行する。

4．監事は、次に掲げる職務を行う。

（1）理事の業務執行の状況を監査すること

（2）この法人の財産の状況を監査すること

（3）前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為ま

たは法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には､こ

れを総会または所轄庁に報告すること

（4）前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること

（5）理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、

若しくは理事会の招集を請求すること

第16条（任期等）

役員の任期は、 2年とする。ただし、再任を妨げない。

2．補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または

現任者の任期の残存期間とする。

3．役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を

行わなければならない。

4．第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合は、任期の末日後

最初の総会が終結するまでその任期を伸長することができる。

第17条（欠員補充）

理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく

－5‐



これを補充しなければならない。

第18条（解任）

役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事、監事は総会の議決により、

これを解任することができる。 この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機

会を与えなければならない。

（1）心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき

（2）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

第19条（報酬等）

役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2．役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3．前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第20条（事務局および職員）

この法人に､事務を処理するため事務局を設け､事務局長および必要な職員を置く。

2．事務局長は、理事会の議決を経て理事長が委嘱し、職員は理事長が任免する。

3．事務局の組織および運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に

定める。

第5章総
今
云

第21条（種別）

この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。

第22条（構成）

総会は、正会員をもって構成する。

第23条（権能）

総会は、以下の事項について議決する。

（1）定款の変更

（2）解散

（3）合併

（4）理事、監事の選任または解任、職務及び報酬

（5）その他運営に関する重要事項

第24条（開催）
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通常総会は、毎年1回開催する。開催の時期は、毎年事業年度終了後3カ月以内と

する。

2．臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

（1）理事会が必要と認め招集の請求をしたとき

（2）正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって

招集の請求があったとき

（3）第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき

第25条（招集）

総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。 …

2．理事長は、第24条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、そ

の日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3．総会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的および審議事項を記載した書面を

もって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第26条（議長）

総会の議長は、その総会において、出席した理事の中から選出する。

第27条（定足数）

総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

第28条（議決）

総会における議決事項は､第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項と

する。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意

があった場合は、この限りではない。

2．総会の議事は、 この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって

決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第29条（表決権等）

各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2．やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項

について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任するこ

、 とができる。

3．前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2

号および第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4．総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わる

ことができない。

第30条（議事録）
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総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（1） 日時および場所

（2）正会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、

その数を付記すること）

（3）審議事項

（4）議事の経過の概要および議決の結果

（5）議事録署名人の選任に関する事項

2.議事録には､議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、

押印しなければならない。

第6章理事会

第31条（構成）

理事会は、理事をもって構成する。

第32条（権能）

理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

（1）総会に付議すべき事項

（2）総会の議決した事項の執行に関する事項

（3）事業計画および活動予算並びにその変更

（4）事業報告および活動決算

（5）会費の額

（6）借入金（その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第50条に

おいて同じ）その他新たな義務の負担および権利の放棄 、

（7）事務局の組織および運営に関する事項

（8）その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第33条（開催）

理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

（1）理事長が必要と認めたとき

（2）理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招

集の請求があったとき

（3）第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき

第34条（招集）

理事会は、理事長が招集する。

2．理事長は、第33条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日か
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ら14日以内に理事会を招集しなければならない。

3．理事会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的および審議事項を記載した書面

をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第35条（議長）

理事会の議長は、理事長もしくは理事長が指名した者がこれに当たる。

第36条（議決）

理事会における議決事項は､第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項

とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意

があった場合は、この限りではない。

2．理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。

第37条（表決権等）

各理事の表決権は、平等なるものとする。

2．やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項

について書面をもって表決することができる。

3．前項の規定により表決した理事は、第38条第1項第2号の適用については、理事会

に出席したものとみなす。

4．理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わる

ことができない。

第38条（議事録）

理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（1） 日時および場所

（2）理事総数、出席者数および出席者氏名（書面表決者にあっては、その旨を付記す

ること）

（3）審議事項

（4）議事の経過の概要および議決の結果

（5）議事録署名人の選任に関する事項

2.議事録には､議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、

押印しなければならない。

第7章資産および会計

第39条（資産の構成）
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1

この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費

(3)寄付金品

(4)助成金

(5)財産から生じる収益

(6)事業に伴う収益

(7)その他の収益

第40条（資産の区分）

削除

第41条（資産の管理）

この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別
に定める。

第42条（会計の原則）

この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

第43条（会計の区分）

この法人の会計は、 これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計およびそ
の他の事業に関する会計の2種とする。

第44条（事業計画および予算）

この法人の事業計画およびこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、理事会の議決
を経なければならない。

第45条（暫定予算）

前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事

長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を
講じることができる。

2．前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

第46条（予備費の設定および使用）

削除

第47条（予算の追加および変更）

予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の
追加または変更をすることができる。
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第48条（事業報告および決算）

この法人の事業報告書､活動計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する

書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事

会の議決を経なければならない。

2”決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第49条（事業年度）

この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。

第50条（臨機の措置）

予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、ま

たは権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章定款の変更、解散および合併

第51条（定款の変更）

この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上

の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所

轄庁の認証を得なければならない。

2． この法人の定款を変更（前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項

を除く。）したときは、所轄庁に届け出なければならない。

第52条（解散）

この法人は、次に掲げる事由により解散する。

（1）総会の決議

（2） 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

（3）正会員の欠亡

（4）合併

（5）破産

（6）所轄庁による設立の認証の取消し

2．前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の

承諾を得なければならない。

3．第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

第53条（残余財産の帰属）

この法人が解散（合併または破産による解散を除く） したときに残存する財産は、

法第11条第3項に掲げる法人のうち､総会において議決された者に譲渡するものと
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する。

第54条（合併）

この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議

決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章公告の方法

第55条（公告の方法）

この法人の公告は、 この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第10章 雑則

第56条 （細則） ’

この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定め

る。
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様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）
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玉、亜認間／胃

※按分による支出がある場合は、按分の理由、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれ

ぞれ該当欄に記入すること。

轄理番号 6－8

決
裁 会派代表者 鱒 経理責任者 ③ 経理担当者 ■■

経費項目 嚴罰勇胃 ･研修費

内 容 野村生涯教育センター：正会員会費（6月分）

年月 日 令和2年6月24日～令和年 月 日 金額 1,000円

会の趣旨.

目 的

午涯を起した字影首及び実燭古勤（出r笙弧圭叡官というノ莚子匪し、もつ~L人同普貢員の|口｣一匡

と豊かな文化の創造に寄与することを目的とする。

会の活動

内容等

*生涯教育に関する講座･勉強会等の開催

*生涯教育に関する大会・講演会の開催

*生涯教育に関する教育相談、グループ討議

＊その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 、

政務活動．

県政との

関連性

月1回の研修会に参加し、テーマに沿った話し合いをする事により、講師や参加者の皆さ

んのお考えを聞き、 自分の意見を話すことにより、政務活動の参考にしていますb

按分の理由 政務

活動に資する団体会費

のため、全額充当する。

領収書金額(a)

1,000円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

1,000円



様式第1－1号

室
胄支出証拠

派名・議員氏名：ふじ‘

領Ⅱ又害z等の金馥

記入すること。

轄理番号 6一？

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ③ 経理担当者

経費項目 調査研究費.研修費.広聴広報費.要諦樵轆轤･会議･資料I愉墳･資繩静貴･事務費･匿遍園･人件費

内 容

年月 日 令和2年7月 1日～令和2年7月3ﾉ'日 金額 69,056円

目的
印則墓吻lZuぴふ里…】H一生1 J／Jーず〆一〆手辺ﾉごノゾl‐一身式’日

使途
令和2年7月分賃借料

政務活動・

県政との

関連性

一

く領収書貼付枠＞

I LJ 一 一一 、一一 －，

1

7 ， 2-06-26旧F
P

ー

米138,1

’一 一 ・ ・ 、 .' 、-'’ 、’ ’一・‘ ． ’

131外ｲﾄﾌﾔﾁﾝ(ｾﾃい‘
卓飢喀,ふい＝一興屋萢画･生弛

－一｡ ■ ■ 一一一■B一■』 ロロワーー

|按分の理由

|政務活動と後援会活動
|で按分

領収書金額(a)

138,113円

按分率(b)

1／2

ざ0％

一ｰママ二戸一一一ﾛ 1 m四戸J 、夕 q 己

69,056円



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

麹田ﾗ障号 ろ－／0

決
裁 会派代表者 経理責任者 ③ 経理担当者 ■■

経費項目 調罰暁費･研修費･広聴広報費･蕊諏儲瀧債･会議費･資榊婚･資龍騰入費･事溌漬･誠･人件費

内 容 事務所電気代（6月分）

年月 日 令和2年6月28日～令和 年 月 日 金額 4,531円

－I

目的

P－L－－r T 〃一軍 ■■ →－ ．－丘 ケ ロ ー も 、

｣唾Y古勤をｲ丁フ事務日Tの電気j吏用のため

使途
串3労jｦT蕾』て6月分

政務活動

県政との

関連性
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寸
一
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｜
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別
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１
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咽
旺
浬
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ト
ー
一
一

二
三
望

剖
噂
１
１
「
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二
三
茎

劇
帥

＜

計
≧間
V
一

1l
霞
騨
畢
献
・
吹
陣
慨

判
伽
穐 ’Ｒ

卿
田
型

按分の理由

政務活動と後援会活動

で按分 ’

台副使書今舘(a)

9,063円

按分率(b)

1／2

j刀％

政務活動費支出額(a×b)

4,531円



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

轄理番号 － 6－／／

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ㈲ 経理担当者

経費項目 調査研嶺･研修費･広聴広報費･雰識標諦轤･会議費･資粥H賊費 ･資料購入費･弱･事獅漬･人件費

内 容 NHK放送受信料(6月・7月分）

年月 日 令和

〃

2年 6月28日～令和 年 月 日 金額 4,560円

目的
政務活動を補國茸るための情報収集

使途
NHK放送受信料(6．7月分）

政務活動

県政との

関連性

篝
絢
巽
↑
由
二
○
・
重
謹
篭
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（
要
川
幻
入
ｎ
．
窒
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嗣
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劇
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I

領収書貼付枠く

i ＝‘I､誤w~ひ撫痒齢篁雪璽些哩1写嘗鐸縦諏毎s群《ﾛ型，閃鍾GI尋裡動蝉縄翠-ｺv裡鋤so
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Ｎ
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Ｑ
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按分の理由絃誰質

＝政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

4,560円

按分率(b)

／

100％

T所謹涯香IT塞圭LH語rnY1へ、

4,560円



様式第1－4号

支出証拠書（自動車燃料代）

（会派名・議員氏名【 6 月分】 ）●

く飼収書貼付枠＞く飼収書貼付枠＞

※按分による支出がある場合は､領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞｵ感当欄に記入す
ること。

鑿理番号 6－/Z

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ③ 経理担当者 ■■

区分 前回給油(領収書貼付分)A 今回(直近の)給油B 総走行踞誰C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行距離 km km km

(経費項目別充当調

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円）×走行MWf (m)

※領収書による充当方式

･積上げ方式 ：領収書金額（円）×走行睡f (km)/総走行距離（上記c)b)

･充当限度割合による按分：領収書金額（円）×充当限度割合

走行IEM(km) 積算方法※ 充当額（円）

mZ7 18円× 527.7km/ km 9,498

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明しますb 議員氏名 林芳久仁 職

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

H貝H入声ご蛇宜只laノ

9,498円

按分率(b)

／

/0O %

政務活動費支出額(a×b)

9,498円



要領様式1‐2

月日 内 容 行程 走行距離(km)

１句
月

･県剛ｾﾝﾀｰﾘﾆｭｰｱﾙ帳会(話で）
・鮴､繩の桜エビ鰈識員と職艤に加わる

清水区一葵区一清水区 57． 6

２
火

●

｡解蝶の歌下請嘘上鋤により鵬者|咽､県､市倣鮭割訓
術う(15社:艫胴行）

清水区内（蒲原含む） 45． 2

3

水
・一般活動

4

木
・航の勝路鮫滋全につい覗雛諏噸儲り謹鯛く
･情ﾎ肛鮮区倣職示の鶴(柵瓢力現|とくい為､右礁｣上0着抑
鯉鯛く）

清水区内 20． 5

５
金

｡情ﾎ諜識餓鯛へ出能2柵の識上写窯､蕊書を剛L説
明術う

･槻繕緬脹硫上泌等によ鍬餓漉姻､県､価罐蛎0
申議調する(2事諦）

清水区内 18． 7

６
土

･榊窯數職6/50建州､舘溌|と繩雛(2州）
淫

・肩

鱗繍繍騨識入fc9

(魚郵賊《‘…

清水区内 14． 3

７
日

･一般活動
厩

８
月

・刺蝶(製鶴1軒､詞店1軒)ｺﾛﾅ僻幟娠(雇臓鋤
雌雌撤朧上泌鰄|こりいて洲）

清水区内
(由峨蠣士lll朧鶏餉）

54． 8

９
火

･刺僻議腫訓蒲とのﾄﾗﾌﾞﾙ柵|洞い職備ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ
･艸蝶晴擁噌艤測ﾎﾃﾉﾚ管職長とｺﾛﾅ臓鴫響銅い雛
鞍織訓
･倣高加振から県への鯉謂諏ﾘ剛県0群へ嗽織舗リ

清水区内（三保含む） 47． 2

加
水

・ 6月補正議案説明会

11

木
･県献手餓難蝶(ｺﾛﾅ噸脈蝸耀跡伽害儲硫上棚を
間く）
･下隷躍誰社噸ｳ|とよる鍵馳Llとついて1k2好請3社
間諏リ

清水区一駿河区一
清水区

37． 2

ｕ
金

・ 6月補正議案内容検証及び資料作成
･ イベント会社版|と6朋卿総柵調く

清水区一県庁一清水区 28． 3

Ｂ
土

｡市民相談の要望あり、相談者の自宅へ
訪問する

清水区内（三保含む） 32． 5

叫
日

･一般活動

喧
月

･県庁(識榔)魑洲跡ｽﾎﾟｰﾂ織挫|輔正預内額疑
･情ﾎ区鱸会社の社鋤ら縦入抑蕊割憾鯛〈

清水区一県庁一清水区 30. 1

16

火
･鍬緬(ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ)圃主とｺﾛﾅ関僻糟について話燗〈
･小熊諜所(製驍)3社ｺﾛﾅの耀上国､県､加娠職州M
について幅の撫調く

清水区内（山間地含む） 43． 8



ノ

(単位:km)

月日 内 容 行 程 走行距離(血）

Ⅳ
水

･一般活動

18

木
･6月議会

19 ．

金
･県庁（交流控室）相談者2名要望聞き取り
･6月補正予算議案質問資料作成

清水区一葵区一清水区 21． 2

釦
士

･清水区内（山間地）県河川土砂崩恐現場確認
(2か所）

清水区 27． 8

迦
日

･一般活動 ー

塑
月

・中小企業の相談事
(印刷業の見通し雇用確保について話を聞く）

清水区一駿河区一清水区 1 ．7． 2

塑
火

・県議会本会議

型
水

･一般活動
〆

お
木

。高齢者の国民健康保険証

受給証の再交付龍ﾂ，いT零望､'高曾者保険
清水区

お
金

･全日本海員組合けん支部長他1名と、
県港湾局、水産局と要望事項の打合
わせ

清水区一葵区一清水区 21． 2
、

幻
士

･一般活動

羽
日

･地域まちづくり委員会で役員と協議し
県の考えと助言を行う

清水区 10． 1

汐
月

･県議会本会議

釦
火

･県議会本会議

合 計 527． 7



様式第1－1号

室戸

支出証拠書

(会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

1

※按分による支出がある場合は、領反書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

決
裁 会派代表者 経理責任者 ③ 経理担当者

経費項目 諏査形蹟･研修費･1蛎蝉費･要識樵轆鱸･会議費･資料作月墳･資*朧入費･傳謂･謁翔漬･人1積

内 容 デジタル複合機リース料（1年分）

ノ

年月 日 令和2年6月29日～令和年 月 日 金額 /Z6"円

目的
…Y古動事務所における、コピー・資料印刷等

使途

政務活動

県政との

関連性

●

お取引内容お取引内容

振込振込

ご¥I｣用年月日ご¥I｣用年月日

020629020629

ご利用時圃ご利用時圃

10：5410：54
凪行香汚凪行香汚 お取引店お取引店 科日 口臣香青科日 口臣香青

お取扱店お取扱店

07240724

お取引金田お取引金田

＊25，787＊25，787
ATM番号ATM番号

00900090

おお
云亜云亜

。。粥｢も|…*“0粥｢も|…*“0
お取扱香号お取扱香号

03760376

あ取引内訳あ取引内訳
宥画画画四零4 重十画＝画一面宥画画画四零4 重十画＝画一面

UI UI UI UI UI OUl Ul Ul Ul Ul 0
虫明コー1号虫明コー1号

|……麓ゞ|……麓ゞ

三菱UFJ銀行
しらゆき支店
口座番号普通
受取人名リコーI

依頼人名ハヤシ

電話番号
おつり金額

リコーリ

三菱UFJ銀行
しらゆき支店
口座番号普通
受取人名リコーI

依頼人名ハヤシ

電話番号
おつり金額

リコーリ ース（カ

ハヤシヨシクニ

ース（カ

ハヤシヨシクニ

37148013714801

様様

様
054－345－3442

様
054－345－3442

＊3，773＊3，773

【】

’

按分の理由

政務活動と後援会活動

で按分

領収書金額(a)

-25,344円

■
■ 安分率(b)

l/Z

j℃％

政務活動費支出額(a×b)

/Z､‘"円



発行日 2020年06月26日
（ 424-0065

静岡県静岡市清水区長崎1117－2サンライズアヴェニュ
-103号

＜お問合わせ先＞

リコーリース株式会社
〒135-8518

束京都江東区東雲1－7－12

KDX豊洲グランスクエア7F

愚ﾝ重j･
TEL : 03-6204-0637

FAX: 03-6204-0530

ふじのくに県民クラブ清水区事務所御中

ズ采脅〃竺 ・ら‘ｲｰ･群5．3叶叶2‐164284720200626

lll l 1llllllllll lllllll1l lll l llllllllllllll lllllllllll lllll lll 1llllll

【お客様番号】■■■■■■■

再リース料金のお支払についてのご確認のお願い

拝啓平素は、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、先般、お客様へ再リースの契約継続のご案内をさせていただきましたが、今回、下記明細

の内容に関して、ご入金の確認がとれませんでした。

つきましては、ご契約内容をご確認頂くと共に、お手間をお掛けしますが、弊社の銀行口座宛

にお振込み頂きますようお願い申し上げます。

また、ご不明な点がございましたら、何なりと上記の弊社担当者までご連絡頂きますようお願い

申し上げます。

なお、既にお支払済み、または、お支払のお約束を頂いております場合には、行き違いですので

何卒ご容赦下さい。 敬具

※ご入金の確認がとれない場合は、再リースの継続が難しくなることがありますのでご注意下さい。

＜未入金内容＞

司
｡

お支払期限 2020年07月02日

請求金額合計 競苑箭円

【振込先】三菱UFJ銀行しらゆき支店

普通3714801 ﾘｺｰﾘｰｽ(力

契約番号
■■■■■■■

■■■■■■■■■再ﾘｰｽ8 請求回数1 約定日20.06.04 請求期間20.05.01～21.04.30

契約種類

物件名称

契約者名

⑧ 支払方法自振

imagioMP 2550SPF

ふじのくに県民クラブ清水区事務所

請求金額

延滞利息

G型塑） (消費税等 2,304円）

× 223円保守料 0円

請求小計 25，567円

契約番号 ■■■ ■■■ 請求回数1 約定日20.06.04 請求期間00.00.00～00.00.00

契約種類

物件名称

契約者名

支払方法自振

自動再請求手数料

ふじのくに県民クラブ清水区事務所

請求金額 × 220円 （消費税等 20円）

延滞利息 0円 保守料 0円

請求小計 220円



様式第1－1号

…

支出証拠害

(会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）
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按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

※

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ③ 経理担当者 ■■

経費項目 調罰罐･研修費･広聴広報費・霊調誇艤謄･会議費･資料倫墳･群朧ｽ費･函･認知漬･人件費

内 容 BBパック保守料

年月 日 令和2年6月29日～令和年 月 日 金 額 2,079円

目的
インターネットの環境保守対応

使途
令和2年6月請求分保守料

政務活動・

県政との

関連性

按分の理由

政務活動と後援会活動

で按分

領収書金額(a)

4,158円

按分率(b)

1／2

さり ％



様式第1－1号

6－メグ
ノ戸

/､。整理番号

支出証拠書

(会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）
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洞反書等の金額、 才安分率及て月華活動費の妄

記入すること。

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ③ 経理担当者 ■■

経費項目 読資形讃･研修費･広聴広報費･霊輔誇癩蹟･会議費･鯛･資繩静費･事務費･事翻漬･人件費

内 容 コピー料

年月 日 令和2年6月29日～令和年 月 日 金額 1,900円

目的
資料等のコピー

使途
令和2年6月請求分コピー料

政務活動

県政との

関連性

調査活動、県政関連資料などの作成。

按分の理由

政務活動と後援会活動

で按分

領収書金額(a)

3,799円

按分率(b)

1／2

4-0%

政務活動費支出額(a×b)

1,900円



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

薬理番号 6－/6

決
裁 会派代表者 経理責任者 ③ 経理担当者 ■■

経費項目 調査研蹟･研修費･広聴広報費･要識樵轆轤･会議費･資料I儲蹟･資繩訂費･事務費･事翻漬･唖

内 容 事務員雇用

年月 日 令和2年5月26日～令和2年6月22日 金額 88,500円

目的
調査研究など政務活動を補助する職員を雇用

使途
令和2年6月分給与

政務活動

県政との

関連性

●

－

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

88,500円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

88,500円



会派様式第5号

雇用実績表

*証明は､雇用主が署名して押印する。

日 曜日 雇用

時間数

うち政藤鯛香壁

業務時間数

政務調査業務内容

1 、
2 、
3 、

4 、
5 、
6 、

、

7
ｒ

、
8 、
9

、

、

10 、
11 、
12 、、
13 、
14 、
15 、
16 、
17 、
18 、
19 ~
20 ~
21 、

22 、
23 、
24 、す

25 、

ぷ／26 火 5 5 1 ’電話及び来客の応対
27 フ く

28
』
〆

ー

兇 5 5 電冒 及1 ﾒ来客の応対
29

二
■
凸

』
『
Ｌ 5 5 県政:資

伽
函
』 ､の整理

30 ・
・
。
】 5 5 県政;資

伽
叱
】 ､の整理

31 日

計 (A) (B)

上記のとおり雇用したことを証明する。 令和年月 日
ふじの<に県民クラブ:林芳久仁印

[政務活動費充当計算]･･･①又は②の算式を用いて､政務活動費充当分を算出する。

①(B){時間分}×単価{885円}= 円
②総支出額｛円｝×(B)/(A)=円



会派様式第5号

雇用実績表

』

日 曜日 雇用

時間数

うち政藷調舂畳

業務時間数

政務調査業務内容

6／1 月 5． 5 5月分政務活動費関係書類作成
2 火 5 5 電話及びr来客の応対
3 水
4 木 5 5 電話及びr来客の応対
5 金 5 5 議員の調査項目の整理

6 土 5 5 議員の調査項目の整理

7 日

8 月 5 5 電話及〔荻rう 5客の応売
9 火 5 5 電話及Z
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､r
一
己
ダ §客の応禽

10 水
11 木 5 5 冒話及びr来客の応対
12 金 5 5 冒話及びr来客の応対
13 土 5 5 也域住民の要望｡意見聴取
14 日

15 月 5 5 県政資I の整理
16 火 5 5 県政資 の整理
17 水
18 木 5 5 1域住民の要望｡意見聴取
19 ・ 金 5 5 1話及びr来客の応対
20 土 5 5 I話及びr来客の応対
21 日

22
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｡

計 (A) ; (B). ;. － －

上記のとおり雇用したことを証明する。 令和 2年 6月 30日
ふじの<に県民クラブ:林芳久仁 塵診畷

L政務活動責充当計算]…①又は②の算式を用いて､政務活動費充当分を算出する。
①(B){/･〃時間分}×単価{885円}=′'･ナクク円
②総支出額{屋歩‘~"'円}×(B)/(A)= f".仮ｸク



様式第1－1号

裳|会派代表者｜鰯|鯉責任者｜③ 経理担当者

支出証拠書

(会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

経費項目 諮研ﾂ蹟･研修費･広聴広報費･需謝誇鬮費･会議費｡資料I廟蹟･資*朧入費･属謂･事翻漬･人f債

内 容 議員用携帯電話代

年月 日 令和2年6月 Z5日
､

～令和 年 月 日 金額 2,223円

目的
政務活動を行うための連絡に使用するため

使途
令和2年も月支払い分議員用携帯電話代

政務活動

県政との

関連性

●

按分の理由

政務活動と私用で按分

領収書金額(a)

ﾀ､仲6円

按分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

2,223円



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

’一
993H-380円×1_1C

副
苧

典 P

０
日
、y』

林芳久仁様

I

蕊鼠，<DDI株式会
Fl63-8003東京都斬洞反面新

ご請求コードCUSTOMERCODE

涜収金額AMOUNTRECEⅣEE

1

J

『 6

孟融機関名FINメ

室店名B印

↓
I

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。 ‐

整理番号 占一/8

決
裁 会派代表者 鶴 経理責任者 ⑤ 経理担当者

経費項目 諏劃形蹟･研修費･広聴広報費･霊謝誇鬮攪･会議費･資料伸蹟･資粥騰入費･層額･詞銅漬･人件費

内 容 事務所用携帯電話代

年月 日 令和2年6月鷲日～令和年 月 日 金額 1,788円

目的
政務活動を行うための連絡に使用するため

使途
令和2年6月支払い分事務所用携帯電話代

、

政務活動

県政との

関連性

回

〆

按分の理由

政務活動と後援会活動

|で按分

領収昂 享金額(a)

J1"j~相

按分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

1,788円


